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本日、議員の皆さんのご出席をいただき、６月の市議会定例会が開会

できますことをお礼申し上げます。  

 

【提出議案】 

さて、今期定例会にお願いします議案は、専決処分の承認議案で「令和５年度

四万十市一般会計補正予算」など５件、予算議案では「令和５年度四万十市

一般会計補正予算」など３件、条例議案では「四万十市税条例の一部を改正

する条例」など３件、その他の議案としては、「工事請負契約の一部変更につ

いて」など１２件のほか、「人権擁護委員候補者の推薦」に関する諮問案３件、

報告事項が１１件となっていますので、よろしくお願いします。 

提出議案の詳細については後程、副市長からご説明しますので、私からは

令和４年度の決算概要、並びに３月定例会以降における主要課題等への取り

組みについてご報告します。 

 

【決算概要】 

はじめに令和４年度の決算概要です。数字は万円の概数で申し上げます。 

 

◎まず一般会計は 

歳 入  ２４７億６，６０９万円 

歳 出  ２４１億８，６２０万円 

収支は５億７，９８９万円の黒字ですが、令和５年度へ繰り越した事業の 

財源４億７，３０４万円を差し引くと、実質収支は１億 ６８５万円の黒字
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となりました。これは全額、財政調整基金に積み立てました。 

 

◎次に特別会計です。 

  国民健康保険会計事業勘定は、３７億４，４８３万円 

  奥屋内へき地出張診療所会計は、４０６万円 

  幡多公設地方卸売市場事業会計は、６１９万円 

  鉄道経営助成基金会計は、６億４，３９９万円 

  幡多中央介護認定審査会会計は、７２０万円 

  園芸作物価格安定事業会計は、１，２５２万円 

でいずれも歳入歳出同額です。 

 

◎国民健康保険会計診療施設勘定は 

     歳 入  ２億９，８３２万円 

     歳 出  ４億  １３５万円 

差し引き１億 ３０３万円の赤字です。この赤字は専決処分で令和５年度

予算からの繰上充用により措置をしています。  

 

◎後期高齢者医療会計は 

     歳 入  ５億９，１５１万円 

     歳 出  ５億７，６５５万円 

差し引き１，４９６万円の黒字ですが、出納整理期間内の保険料収入による

もので、全額を令和５年度へ繰り越し、後期高齢者医療広域連合に納付します。 
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◎と畜場会計は 

     歳 入  ２億７，４９３万円 

     歳 出  ２億３，２８３万円 

差し引き４，２１０万円の黒字ですが、令和５年度へ繰り越した事業の財源

３，２４２万円を差し引くと、実質収支は９６８万円の黒字となりました。

これは全額、財政調整基金に積み立てました。 

 

◎介護保険会計保険事業勘定は 

     歳 入  ４１億１，０１２万円 

     歳 出  ３９億９，７２０万円 

差し引き１億１，２９２万円の黒字です。これは全額、介護保険介護給付費

準備基金に積み立てました。 

 

◎続いて企業会計です。まず水道事業会計は損益計算で 

     収 益   ７億２，９４１万円 

     費 用   ６億８，３３７万円 

差し引き４，６０４万円の黒字です。また資本的収支は 

     収 入   ７億  １４９万円 

     支 出   ９億８，３２８万円 

差し引き２億８，１７９万円の不足で、これは当年度分消費税及び  

地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び

繰越利益剰余金で補てんいたしました。 
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◎下水道事業会計は損益計算で 

     収 益   ５億８，８４８万円 

     費 用   ５億７，９７８万円 

差し引き８７０万円の黒字です。また資本的収支は 

     収 入   ４億６，３６３万円 

     支 出   ６億３，１７９万円 

差し引き１億６，８１６万円の不足で、これは当年度分消費税及び 

地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 、 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 及び  

当年度分損益勘定留保資金で補てんいたしました。 

 

◎病院事業会計は損益計算で 

     収 益  １５億５，７６２万円 

     費 用  １５億６，５９２万円 

差し引き８３０万円の赤字です。 

この結果、累積で２４億１,５７１万円の未処理欠損金となり、全額翌年度 

への繰り越しとなりました。また資本的収支は 

     収 入     ７，０９０万円 

     支 出   １億２，０６４万円 

差し引き４，９７４万円の不足を生じましたが、この不足額は当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てん 

いたしました。 

以上が令和４年度の決算概要です。 
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続きまして、３月定例会以降における主要課題等への取り組みについて

ご報告します。 

 

【新型コロナウイルス感染症対策】 

まず、新型コロナウイルス感染症対策についてです。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、この３年余り、行動制限を余儀

なくされてきましたが、５月８日から、感染症法上の位置づけが「５類感染

症」へ移行したことに伴い、その対応も季節性インフルエンザと同様のもの

となりました。 

市民の皆さんには、高齢者や基礎疾患のある方など重症化リスクが高い方

への配慮等、それぞれの判断による基本的な感染対策を実施していただくよ

う、引き続きご協力をお願いします。 

また、新型コロナウイルスに対するワクチン接種については、罹患した際

の重症化予防の観点から、令和６年３月末までは特例臨時接種が継続される

こととなっており、無料接種となっています。 

令和５年度に実施する接種は、65 歳以上の方や基礎疾患のある方などは、

春と秋にそれぞれ 1 回の年２回の接種、それ以外の方は、秋に 1 回のみの接

種となっています。 

引き続き、各医療機関の皆さまのご協力のもと、医療機関での個別接種や

市が実施する集団接種により、接種機会の確保に努めてまいります。 
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【物価高騰の影響を受ける低所得・子育て世帯などへの支援】 

次に、物価高騰の影響を受ける子育て世帯を含む、低所得世帯などへの支

援についてです。 

エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等に対する支

援策として、国において「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付

金」が拡充され、新たに「低所得世帯支援枠」が創設されました。 

この交付金を活用し低所得世帯の負担軽減を図るため、令和５年度の住民

税非課税世帯等に対し、１世帯当たり３万円の給付を予定しています。 

また、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯

への支援として「子育て世帯生活支援特別給付金」を活用し、児童扶養手当

受給者等の低所得のひとり親世帯や住民税均等割が非課税の子育て世帯等に

対し、児童一人当たり５万円の給付を行います。 

この２つの給付金については、後ほど副市長より説明させていただきます

が、早期に支給を行う必要性から専決処分としています。 

なお、低所得の子育て世帯については、申請不要で支給が可能な対象者に

対して、５月 29 日に給付金を支給していますが、その他申請を要する方につ

いては、来年２月末まで受付を行うこととしています。 

物価高騰が続くなか、これらの支援制度の対象となる方に確実に給付金を

お届けできるよう、広報やホームページ等を通じて制度の周知徹底を図って

まいります。 
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【自動運転モビリティ実証実験】 

次に、自動運転モビリティ実証実験についてです。 

ＪＲ予土線の利用促進と沿線地域振興を図ることを目的に、昨年８月に西

土佐地域において短期の自動運転モビリティ実証実験を行いました。 

この実証実験では、ＪＲ江川崎駅と地域の拠点施設等をシームレスに繋ぐ

ことにより、観光客や地域住民のラストワンマイルの確保と持続可能な地域

公共交通の構築、そして自動運転と連携したローカル線のあり方などを検討

したところです。 

実験概要については、昨年の９月議会でも報告させていただいていますが、

期間中は、延べ 422 人に乗車していただき乗車率は 79.3%、その半数が市外

から来訪された方となっています。 

観光客を対象としたアンケートでは、将来、社会実装が実現した際には予

土線を使って来訪したうえで自動運転サービスを利用したいという方が６か

ら７割を占めており、利用意向としては非常に高い結果となりました。 

また、地域住民を対象としたアンケートでも約７割の利用意向があり、高

い期待感を示すとともに、多くの方から日常生活での利用を見据え、運行ル

ートの拡大を求める意見をいただきました。 

このようなアンケートの他にも関係機関へのヒアリングや技術的な検証

を行った結果、自動運転技術の信頼性をはじめ新しいモビリティサービスへ

の社会受容性は高いものと改めて認識しました。 

今回の検証結果を踏まえ、今後は、JR 四国が主体となって、運行ルートや

経営課題など、自動運転の本格導入に向け、検討の深度化を図っていくこと
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となりますが、本市としましても、本年４月に地域住民主体で組織された「西

土佐地域自動運転モビリティの社会実装を応援する地元の会」とともに、社

会実装の実現に向けた取り組みを側面から支援していきたいと考えています。 

 

【具同・楠島地区の相ノ沢川総合内水対策】 

次に、治水事業についてです。 

近年、豪雨災害が激甚化・頻発化し、全国各地で甚大な被害が発生してい

ます。 

このような豪雨災害に備え、本市としましても国、県と連携して「流域治

水」を強力に推進しており、市民の安全・安心な生活環境の確保に資するべ

く、治水安全度の向上に努めているところです。 

具同･楠島地区の相ノ沢川総合内水対策については、一定のハード整備が

完了し運用開始となったことにあわせ、昨日６月 11 日に、地域関係者をはじ

め国会議員、県議会議員、市議会議員、関係機関など多くの方々にお集まり

いただき、竣工式が執り行われました。 

この事業の柱となります国土交通省の樋門、高知県の放水路並びに本市の

排水機場を効果的に運用することで、浸水被害の大幅な軽減や解消が期待さ

れます。このような中、今月２日の台風２号の影響で梅雨前線の活発化によ

り発生した線状降水帯による大雨でも、その効果が遺憾なく発揮されたとこ

ろで、地域住民からは安堵と喜びの声が上がっています。 

現段階で全ての整備が完了したわけではありませんが、私としましても、

悲願であった当該施設の運用開始についてはたいへん嬉しく思っており、土
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地の譲渡にご協力いただいた地権者の皆様をはじめ、関係者の皆様に対しま

して、この場をお借りし、心より御礼申し上げます。 

今後、本市としましては、残る楠島川、相ノ沢川の堤防整備について、一

日も早い完成を目指して、関係機関への働きかけはもとより、この整備効果

を将来にわたって維持できるよう、本事業のソフト対策の一つである土地利

用のルール作りについても、早期策定に向け取り組みを進めてまいります。 

続いて、マスプロダクツ型排水ポンプ設備の実証実験についてです。 

先の３月議会でも申し上げました通り、この実験は、老朽化する排水機場

の急増に伴い、一斉にポンプ設備の更新が必要となることから、「安価」で「維

持管理が容易」な「車両用エンジン」を活用した排水ポンプの技術開発を目

的とした国家プロジェクトの一環で行われるものです。 

現在、国土交通省が、楠島排水機場敷地内において、機器類、管類など全

ての設備の設置を完了し、予定通り実証実験を開始するなか、先日の線状降

水帯による大雨でも、運転データの蓄積とあわせて効果の検証が行われたと

ころです。 

市としましても、経済性・操作性・維持管理性に優れ早期の社会実装が期

待される「車両用エンジン」の技術普及の実現に向け、国との連携のもと効

果的に取り組みを進めることで、流域の更なる治水安全度の向上につなげて

いきたいと考えています。 

 

【旧下田中学校及び旧中医学研究所の有効活用】 

次に、旧下田中学校及び旧中医学研究所の有効活用についてです。 
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旧下田中学校校舎については、今後の中長期的な利活用を見据え、この３

月から外壁の改修工事等に着手していましたが、６月５日に工事が完了した

ところです。 

今後、両施設の効果的な利活用を推進するためには、市民の皆さんや関係

者の方々、そして専門的見地から幅広く意見をお聞きしながら、事業化へ向

けた議論を進めていく必要がありますので、まずは庁内において、４月 19

日に当該施設の「有効活用プロジェクトチーム」を立ち上げ、検討を開始し

たところであり、７月には、学識経験者、地域住民代表者、各種団体代表者、

公募市民らで組織する検討会を設置する予定としています。 

この公募市民の募集については、５月 24 日より市の広報等でお知らせを

させていただいています。 

今後は、両組織が両輪となって、多角的な視点のもと協議を重ねながら、

当該施設の有効な活用策について検討してまいります。 

 

【プレミアム付商品券事業】 

次に、プレミアム付商品券事業についてです。 

この事業は、物価高騰の影響を受けた生活者の家計負担の軽減ならびに地

域における消費の喚起、下支えを目的として、国の「電力・ガス・食料品等

価格高騰重点支援地方交付金」を活用して実施するもので、プレミアム付商

品券の販売を予定しています。 

事業の概要としましては、プレミアム率を 40％とし、市民を対象に 1 冊７

千円分の商品券を５千円で販売するもので、商品券の使用期間は、本年９月
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から 12 月までを計画しており、商品券の取扱業者は、市内の店舗を幅広く対

象とし募集する予定としています。 

なお、当該事業については、補正予算として議案を提出しており、本議会

において審議をお願いすることとしていますので、よろしくお願いします。 

 

【しまんと市民祭】 

次に、しまんと市民祭についてです。 

昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から、会場の囲い込みや人数

制限など、必要な感染対策を講じたうえで規模を縮小して実施しましたが、

本年度は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「５類感染症」へ

移行したことに伴い、通常の規模、内容で開催することとしています。  

夏の到来を告げる「なかむら踊り・しまんと提灯台のパレード」では、４

年ぶりに市街地を練り歩くこととなりますので、笑顔あふれるなかむら踊り

や迫力ある提灯台のパレードを間近で観覧できます。 

祭りを通じて、まちに「にぎわい」を創出することにより、消費喚起や観

光誘客など地域経済の活性化につながるように、また、市民の皆さんが心か

ら楽しみ、地域が盛り上がる「しまんと市民祭」となるよう取り組みを進め

てまいります。 

 

【四万十市クーポン事業（第３弾）】 

次に、四万十市クーポン事業（第３弾）についてです。 

これまでの新型コロナウイルス感染症の度重なる流行は、観光業や飲食業
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を中心に深刻な影響を及ぼしてきましたが、コロナ禍からの脱却の動きが加

速する中、地域経済の回復に向けて、観光需要を効果的に取り込み、市内消

費の喚起を図るため、第３弾となる「四万十市クーポン事業」を実施します。 

この事業は、宿泊施設が提供する「クーポン付き宿泊プラン」を予約する

ことで、市内の登録店舗で利用できる 2,000 円のクーポン券を配布する観光

キャンペーンとなっています。 

県が実施する「高知観光トク割キャンペーン」が７月 14 日までとなって

いますので、本市では県のキャンペーン終了後の秋頃の実施を予定し

ています。  

本市観光の閑散期となる秋から冬にかけてキャンペーンを実施すること

で、さらなる観光誘客の促進に繋げたいと考えています。 

 

【教育旅行の受入】 

次に、教育旅行の受入についてです。 

新型コロナウイルス感染症の影響から、令和２年度より受け入れを休止し

ていました教育旅行を再開しました。 

早速、５月 25 日から２泊３日で、大阪府枚方市の中学生 33 名を９家庭が

受け入れました。 

教育旅行は、自然と共に生きることの喜びや大変さを実感し、それに挑む

精神力や乗り越える達成感などを体得することを目的として実施されるもの

ですが、今回の受け入れにおいても地域の方々との交流を通して、新たな発

見や生きる力の学びにつながり、青少年の健全な育成においても有益であっ
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たものと認識しています。 

これからも受入家庭の拡充などを図り、将来的には田舎暮らしを体験した

生徒たちが懐かしみながら本市を訪れる、受け入れ家庭と再会するなど、交

流がさらに深まり、地域の活性化に繋がる取り組みとなるよう実施していき

たいと考えています。 

 

【四万十川ウルトラマラソン】 

次に、四万十川ウルトラマラソンについてです。 

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、３年連続で開催を見送って

いましたが、この４月に開催した実行委員会において、第 29 回大会を 10 月

15 日、４年ぶりに開催することに決定しました。 

大会の規模としましては、100 ㎞の部が 1,600 名、60 ㎞の部が 500 名、計

2,100 名のエントリーを予定しています。 

ウルトラマラソンは、ボランティアや沿道の住民の皆さんのお力添え、そ

して温かい声援があってこそ開催できるものです。県内外から参加されるラ

ンナーの皆さんに、四万十川沿線を安全に走りながら満喫していただくため、

市からの広報はもとより、これまでご協力いただいた関連団体等にも働きか

けを行うなど、ボランティアスタッフの確保に努めてまいります。 

本大会は、ウルトラマラソンの復活を期す大変重要な大会となります。本

市にウルトラマラソンの感動や賑わいが戻ってきたと心から実感していただ

ける大会となるよう、万全な準備を進めてまいりますので、引き続き市民の

皆さん一人ひとりの積極的なサポートをよろしくお願いします。 
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【四万十市総合文化センター】 

次に、四万十市総合文化センターについてです。 

施設の建設工事については、現在内装工事を行っており、８月末の竣工を

予定しています。施設竣工後は、JA 中村支所の解体工事に並行して、駐車場

等外構工事を行う計画としています。 

また、多くの方が気軽に施設に立ち寄れるよう、施設との一体利用を想定

し、隣接の五月公園のリニューアル工事を行うとともに、周辺市道について

安全面に配慮した整備を行い、令和６年４月の開館に備えます。 

周辺住民の皆さんにはご迷惑、ご不便をおかけしますが、引き続きご理解

とご協力をお願いします。 

なお、施設の建設工事については、インフレスライド等による請負契約の

変更について、本議会において審議をお願いすることとしていますので、よ

ろしくお願いします。 

このほか、本年度は、必要な各種備品の調達とともに、運営面については、

10 月から施設の予約受付を開始します。 

さらに、今後においては、指定管理者と調整しながら、施設運営マニュア

ルやパンフレット等の作成ならびにプレイベントの実施や開館記念事業の企

画など、開館に向けた準備業務を着実に進めてまいります。 

 

 

以上で、令和４年度の決算概要並びに３月定例会以降における主要課題等

への取り組みについての報告を終わります。 


